
神戸市労働組合連合会との交渉議事録 

 

１．日 時：令和５年 3 月 23 日（木） 17：30～17：55 

２．場 所：給与課会議室（１号館 13階） 

３．出席者： 

 （ 市 ） 行財政局長、給与課長、給与課担当係長３名、他１名 

水道局副局長、経営企画課業務改革担当課長 

交通局副局長、経営企画課業務改革担当課長 

教育委員会事務局総務部長、教職員課長 

（組合） 市労連執行委員長、副執行委員長５名、書記長、他８名 

４．議 題：2023年度の賃金引き上げ・労働条件改善に関する要求 

５．発言内容： 

（組合）今年度の要求書を提出させていただきます。 

≪要求書提出≫ 

・賃金引き上げ・労働条件改善に関する要求について…別紙 

（組合） 日頃から職員の賃金・労働条件の改善に努力されていることに心から敬意を表します。 

さて、昨年の賃金確定交渉では、月例給と一時金を引き上げる改定が行われました。エネ

ルギーや食料品などの価格の高騰は多大な影響を与えており、全世代にわたる賃上げを要

求しましたが、月例給については初任給をはじめとした若年層の改定にとどまり、高い使

命感と責任感を持って懸命に奮闘を続けている職員の努力を踏まえると容認できるもの

ではありません。 

地方自治体及び人事委員会に対して、政府が助言と称する指導、圧力、不当介入を強め

る中で自治体労働者の生活実態は大変厳しくなっており、全世代にわたる積極的な賃上げ

が求められています。 

このような中にあっても、私たち職員の生活を守り、労働条件を改善するため、最大限

の努力を払われるよう下記のとおり要求します。 

１．賃金の引き上げについて 

⑴ 給与改定にあたっては、職員の生活を維持・防衛するための賃金水準を確保すること。  

⑵ 大都市の生活実態に見合った賃金・手当を勧告制度とは別枠の原資で改善をはかるこ

と。 

⑶ 勤労意欲向上のために、人事給与制度の改善や運用を行うこと。 

⑷ 会計年度任用職員の賃金労働条件については、常勤職員との均等待遇を基本に、抜本

的に改善を図ること。 

２．賃金体系の改善と配分について 

賃金引き上げの配分にあたっては、生活保障を重視し、世帯形成時から最も生活費用を要

する中高年層に重点的に配分し、体系是正をはかること。 

３．賃金決定基準の改善について 

⑴ 初任給決定基準ならびに中途採用者の賃金是正をはかること。 

⑵ 昇任・昇格基準の改善などを実施すること。 

⑶ 人事評価制度については、労使で検証を行うこと。 

４．諸手当の改善について 



⑴ 扶養手当については、支給額を引上げ、扶養認定や扶養認定限度額など支給基準の改

善をはかること。 

⑵ 住居手当については、国と異なる実態を踏まえ、支給額を引き上げるとともに、これ

までの交渉経過を尊重すること。 

⑶ 通勤手当については、全額実費支給とし、全額非課税とすること。また、交通用具利

用者には、交通機関を利用して通勤した場合の運賃に相当する額を通勤手当として支

給すること。 

⑷ 時間外勤務手当・休日勤務手当については、支給率を改善すること。 

⑸ 一時金については、成績率の導入を行わず、期末手当とし年間５月分以上とすること。

あわせて、加算措置の支給拡大など支給方法の改善をはかること。 

⑹ 退職手当制度については、公務の特殊性に見合つた制度・水準に改善すること。 

５．最低賃金制の確立について 

⑴ 全国全産業一律最低賃金制の法制化を政府に要求するなど、その実現に努力すること。 

⑵ 神戸市が直接・問接に雇用する者の最低賃金を 170,000円(日額 8,000円)とし、それ

以下では雇用しないこと。 

６．以上の改善については、2023年 4月 1日から実施すること。 

７．以上の改善に必要な財源を確保し、早期支払いなど支払い制度全般の改善をはかること。 

８．労働時間の短縮について 

⑴ 労働時間を短縮し、すべての職場で完全週休２日制を実施すること。そのために必要

な予算・人員増を含め、諸条件の整備を行うこと。 

⑵ リフレッシュ休暇の新設など休暇制度を改善すること。 

⑶ ノー残業デー拡充など時間外労働抑制に努力すること。 

⑷ 年次有給休暇・夏期休暇などが完全消化できるよう措置すること。 

９．福利厚生事業については、雇用者責任を果たし、そのための予算を増額し、事業の充実

をはかること。 

10．男女平等の公務職場の実現、女性の労働権確立にむけての必要な施策を確立すること。

また、次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画につい

ては協議の上で実効あるものとすること。 

11．労働安全衛生封策を確立し、メンタルヘルス対策の充実をはかること。 

12．行政サービスの水準を低下させることのないよう、業務の安易な民営化や民間委託、市

場化テストの導入等を強要することなく、十分な交渉・協議を行うこと。 

13．雇用と年金の確実な接続をはかるため、段階的な定年年齢の引上げについて円滑な制度

運用を行うこと。また、定年前再任用短時間制度及び暫定再任用制度の賃金水準につい

ては、抜本的に改善をはかること。  

14．以上のほか、年金制度・医療制度などの社会保障制度の充実に向けて、地方分権にふさ

わしい税源移譲による自治体財政確立、公務員の労働基本権確立など政府に対する要求

実現のため努力をすること。 

以上です。 

（ 市 ）平素より皆さま方には、何かとご協力いただき、感謝申し上げます。 

ただいま、２０２３年度の賃金引き上げ・労働条件改善に関するご要求をいただきました。 

本年の民間春闘の状況を見てみますと、人材確保を目的とした初任給の引き上げや物価上



昇への対応等による賃金水準の引き上げなど、多くの企業で賃上げ回答がなされております

が、一方で、中小企業でも賃上げが進むかについて焦点となっており、引き続きその動向を

注視しなければなりません。 

さて、本市の財政状況につきましては、これまで感染拡大防止対策や医療提供体制の安定

的確保、市民・事業者支援を行ってきたほか、エネルギー・食料品等の価格高騰や急速な円

安による、市民の暮らしや事業者の経営環境への影響、さらに、公共施設の光熱費や公共事

業の事業費の増高など、想定外の財政需要の発生により、一層厳しくなることが見込まれて

おり、今後の財政運営にあたっては引き続き、危機感を持って臨む必要があります。 

このような状況の中、持続可能な大都市経営を行っていくため、事務事業の見直しや業務

改革、組織の最適化をはじめとした「行財政改革方針 2025」に全力で取り組まなければなら

ないと考えております。 

また、私ども地方公務員の給与については、今なお非常に厳しい目が向けられており、国

からも国を上回る制度について見直しを行うよう求められております。一方で、職員の意欲

を引き出すために、頑張った職員が真に報われる制度となるよう、人事評価結果をさらに反

映した査定昇給制度の拡充など、更なる給与への活用について検討していく必要があると考

えております。 

さらに、令和５年４月より定年年齢を引き上げる改正地方公務員法が施行されますが、国

においては、６５歳までの定年引き上げを見据え、６０歳前後の給与カーブの在り方や初任

給や若年層の給与水準をはじめとして公務全体の給与水準がどうあるべきかなど、社会や公

務の変化に応じた人事管理上の課題に対応するため、「今後の公務員給与の在り方に関する

有識者意見交換」を実施することとしており、その動向に注視をする必要があります。 

また、令和２年以降、新型コロナウイルス感染症対策として、全庁を挙げてすべての職員

が感染症対策を最優先事項として取り組んでいただきました。この場をお借りして改めて感

謝申し上げます。５月以降、新型コロナウイルスの感染症法上の５類感染症移行に伴い、新

型コロナ関連の特例措置につきまして、国や他都市の動向を注視しつつ、今後の取扱いにつ

いて、皆さま方と引き続き協議をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願い

します。 

いずれにいたしましても、本日は、２０２３年度の賃金・労働条件の改善に関するご要求

をいただきました。ただ今申し上げました情勢や、国・他の自治体の動向、人事委員会の勧

告の内容なども見極めながら、今後、皆さま方と十分にお話しさせていただきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

（組合）管理運営事項を理由に、管理運営事項を理由に労使協議がなくなりました。職場には情報

がおりなくなりました。実際には職員に影響のある課題が多くありますが、意見反映もされ

ず、周知についてもギリギリで十分な説明もないまま進められている職場があります。 

管理職一人一人が十分な職責を果たしていないため、現場・組合員は多くの不満や課題を

抱え、職員の意欲を低下させ、頑張っている職員が報われていません。しかし、我々は交渉

することができません。当局の責任でしっかりと対応をしていただきたいと思います。 

物価高騰の影響により、組合員の生活はますます厳しくなっています。昨年の賃金確定交

渉でも全世代にわたる賃上げを求めました。今年こそは、生活実態を踏まえ、大幅な賃上げ

をするべきだと考えていますので、要求内容も含め十分検討していただきたい。 

（ 市 ）いまご意見をいただきました管理運営事項や個別の状況につきましては、任命権者におい



て、適切に対応してまいりたいと考えており、勤務労働条件に関するものにつきましては、

今後も皆さま方と協議してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 


